
FAQ                               令和２年５月８日時点 

 問 答 

１ 
感染症防止用の備品等とは具体的に

は何ですか。(再掲) 

マスクや消毒用エタノール、体温計、空気清浄機、液

体石鹸、うがい薬、雑巾、ペーパータオル等の新型コ

ロナウイルスの感染拡大を防止する観点から必要と

考えられるものは対象として差支えありません。た

だし、食料品、電化製品の一部（テレビ、パソコンな

ど）、自動車などは対象外となります。 

２ 
いつ購入したものが対象ですか。(再

掲) 

令和２年１月16日から令和２年３月31日までに発

注・契約された物品等で、令和２年５月31日までに納

品・履行がされたものが対象となります。 

３ 

３月中に発注したが、５月末の納品に

間に合わない可能性があると業者に

言われているが、対象としても良いで

しょうか。 

５月31日までに納品（履行完了）することが要件とな

るため、対象外となります。 

４ 
支払いはいつまでに完了する必要が

ありますか。 

実績報告書の提出に領収書の添付が必要ですので、

実績報告書の提出締め切り（６月15日）までに完了す

るようお願いします。 

５ 送料は対象になりますか。 物品購入に付随するものとして、対象となります。 

６ エアコンは対象となりますか。 

換気の向上や空気清浄機等目的としたエアコンの購

入であれば、対象となります。ただし、補助対象とな

るのは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため

に追加で購入したもののみです。古くなったものを

ただ買い替えるものや暑さ・寒さ対策を目的とした

購入の場合は対象外です。 

７ 掃除機は対象となりますか。 

清潔な環境を維持することにより、消毒の効果が上

がるといえるので、対象となります。ただし、補助対

象となるのは、新型コロナウイルスの感染拡大防止

のために追加で購入したもののみです。清潔な環境

を維持し、消毒の効果を上げるために掃除の回数を

増やすにあたり、掃除機を購入した場合等は補助対

象として差し支えありません。しかし、古くなったも

のをただ買い替えるものについては対象外です。 

８ 

コロナ対策で行事の形態を変更した

が、そのために追加発生した費用は対

象となりますか。 

対象となります。 

例：保護者の参加を断ったことによる写真の作製・配

付、遠足の行程を変更したことによる追加経費の執

行（電車利用→バス貸し切りに変更） 

※ただし、「感染症拡大防止のためにやむを得ず実施

形態を変更し、そのためにかかってしまった費用」で

あることが前提となるため、検証資料として実施形

態を変更したことがわかる書類（保護者への通知等）

の提出を求める場合があります。 



９ 

体調の悪い子どもを別室で隔離でき

るようにしたが、それに係る経費は対

象となりますか。 

「感染が疑われる者を分離する必要がある場合にお

ける個室化に要する改修」は児童養護施設等の入所

施設が対象となるので、保育施設は対象外です。ただ

し、既存の部屋を活用する（※改修なし）前提で隔離

時に使用するための備品購入（ベッドなど）について

は、「感染症拡大防止のための備品等の購入」の対象

物品となります。 

10 
空気清浄機の「リース代」は対象経費

となりますか。 

対象期間である1/16～3/31の期間中に、コロナ対策

として新たにリースしたものについては、履行開始

日から3/31までのリース代のみ対象となります。（1

/16以前からリースしていた空気清浄機の対象期間

中にかかるリース代や、新年度に入ってからのリー

ス代は対象外です。） 

11 

市内で複数の施設を運営しているの

ですが、実績報告書をまとめることは

できますか。 

施設ごとに交付決定通知書をお送りしていますが、

交付申請を法人単位で行っている場合は、複数の施

設をまとめて実績報告書を提出いただくことが可能

です。その場合は、第６号様式の別紙１を法人単位で

記載し、施設単位の内訳がわかる書類を添付してく

ださい。 

12 
提出する領収書は、コピーで良いでし

ょうか。 
原本は施設で保存し、コピーを提出してください。 

13 

実績報告書の代表職氏名と印につい

ては、法人代表者ではなく園長でも良

いでしょうか。 

園長で構いません。しかし、代表職氏名及び印は、交

付申請書と同じものを記名・押印してください。 

16 

今後、どのような手続きがあります

か。補助金の交付はいつごろになりま

すか。 

今後、実績報告書をもとに、額確定通知書を送付しま

す。７月に請求書の提出をお願いする予定です。補助

金の交付は８月頃を予定しています。目安となるス

ケジュールについては、「実績報告手続きについて」

をご確認ください。 

17 
令和２年度分の補助金申請はいつぐ

らいになりますか。 

現在、国から具体的な内容が示されておりません。 

詳細が分かり次第、ご案内いたします。 

 


